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[第 1 集|

根室地方鮭鱒ふ化事業沿革

末

明治以前の根室地方鮭漁業

和人が根室地方に入ったのl主1690年前

後(元禄年間Dといわれ， 1774:'.f (安永

3年〉飛弾屋久兵衛が松IIIf落の漁場請負

となってから和人の日(fが始じめられた

ようである。このころアイヌは桜多布で

物資の交換をしていたので霧多;(Ii領とい

っていたが，後には納沙イii均所，さらに

根室場所と変った。

1798年(寛政元年) 6月， IJSI後の蝦夷

が反乱し目梨蝦夷がこれに呼応して，和

人71人が殺されたこのため飛弾犀ば責任

を問われ請負を罷めさせられ村山伝兵衛

がこれlこ代った。後，漁j号請負人は，高

田屋嘉兵衛，材木庄七HII;fー]術IlIj，尚!日屋

金兵衛が相継ぎ， このころ根室地方の漁

場は非常に盛んであったらしL、。

さらに1832年(天保 3';1三)漁均請負人

藤野喜兵衛，山田文右衛I'C)， Iミ鳥下兵衛，

浜田屋兵四郎と相継ぎ 1849年(嘉永 2

1f)再び藤野喜兵衛の漁均となり千下貢金

:1，000両， 漁夫はもっぱら I 人を(，~ ¥， 、，

鯨，鱒，鮭などの漁業に従')iした。

ここで面白いことは，西別川の鮭が一

躍有名になったのは実にこの国後予動が

一因のように思われることである。ずな

わちこの争動のため1799年(寛政n:()

東蝦夷地が幕府直轄となり，翌年箱防本

武 敏 犬

行の戸川安論筑前守が国後U1張の帰途，

丙別川の併を塩漬にして江戸に持ち帰

1) ，将軍家に献としたところ美味を賞さ

れ翌年から毎年献 r:ずるよう命ぜられ，

このため魚、も中位のものが選ばれ，最初

日)0尺(1尾を 1尺といった)であったが，

後には 345尺となり，終には江戸の人た

むの口にも入るようになり，江戸送りは

明治ころまで続けられた。

このころすなわち， 1780年(安永〉の

ころは，練，鮭，鱒は引網を用いて漁を

白んでいたらしく， 18凶作ころ始めて建

網が使用されるようになった。 1855年こ

ろ(交政〉の IJ可男IJJII JlI日付近の状況につ

いて「根宝要覧」には，両別は鮭鱒の

漁1坊にして1M張番屋tl，食庫 7， ;H~術小

11: 1， および献上鮭切庫あり， 53IJ)毎は，

漁業西別に同じ， ことにこの地の舵l主1171

位もっとも佳良なり。番屋 1，献上倒切

防 1，iiJffHO，稲荷小社 1，アイヌド数

16あり」と記している。

このころ刊日IJ川の u主IJ'l陀i也iこは干LJ人

とのうと坊はなかったようで，川 lーのアイ

ヌはt)jllとしてのf吐を自由に獲ることが

百午されていたoJlIとのアイヌはシアン(標

茶町il!I別のシユワン川流域〉にコタン(部

落〕をfI~ 1)， :l-}，lf路との行き来があり，よ111

E各の信長メン力クシの統下にあったらし

L、。釧路市:守図書館の佐!藤直太郎氏は，



I~)II路は皆海であり，段々海が陸地にな

るにしたがって，針11路内陸に住んでいた

アイヌは，銀11路川づたいに川口付近に下

ってきた。現在の海岸線ができたのは約

1， 000年位前であり， クスリ(鍔11路〉に

和人が土着したのは300年程前のことで，

1774年(安永3年〕請負場所となり， $}II 

路に和人が越年するようになったのは

1856年(安政3年〉て、あった。アイヌは

明治初年再び内陸に入るようになった」

と語っている。

江戸送りの鮭は将軍家だけでなく，江

戸市中にますますその名声を高め需要が

多くなり，そのため川下の漁は， J!!J::ア

イヌ保護のためのテス網(方言・で止め網

のことをいう〉禁止を侵すものがけiる仕

末で， 1856年(安政5年)ついに川上ア

イヌは鮭漁がで‘きなくなり，錫11路酋長メ

ンカクシが訴え/I'，tこo そのため根室と釧

路が紛争をつづけ， 1859年(安政6年〕

にいたり，飛島三右衛門の仲介によって

事('t:が解決したこともあった。

このころ根室は再び箱館奉行支配とな

り， 1855年(安政2年〕西別以南を仙台

藩に，以北は会津藩となり，仙台藩は前

例によって，藤野喜兵衛に漁場請負を命

じ，会津藩は1862年(文久 2年)山寺権

___--兵衛，古川次郎助，山田左兵衛，駿河屋

元三郎， I LJ田善吉と次々に漁業を経営さ

せた。

明治初代の河川漁業

明治新政が布かれ，画館に裁判所が置

l かれ， 1869年(明治 2年〉蝦売が北海道

1と改めら九さらに開拓併設置された

10Fl 2けには，松本 1-J~II 開拓判'[1"工， )，蚕J

Vおよび移民 1:iO名とともに英同汽船 7

ーノレスり--C}JIJMi'llf--.y上旬:iU主し， jH''';{f二
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向ったO

1870年(明治3年)黒田清隆が開拓次

官となり翌年 1月洋行後，米国からケプ

ロンを招き，本格的な北海道開拓の業が

始められたο 移民を求め，森林を拓き，

寝業をすすめ，工業を興し，着々と拓殖

の実を挙(デ，効を収めることとなった。

一方鮭鱒漁業についてみると，森林の

伐採により河川は荒廃をきたし，水産魚

族の濫獲となり，たちまち資源の減衰を

見ること;工明かなことであって，松前藩

幕府時代iこは鮭鱒繁殖保護に関しての対

策は樹てられなかったようである。

ただ，石狩川については，安政年代幕

命によって荒井金助が石狩に在ったと

き，鮭漁の薄い原因は，産卵場近くの鮭

親魚をみんな獲ってしまうからだという

ことが判り， 3年間厳璽に密漁を取締り，

ようやく復旧したという事例があった。

開拓使恨室支庁では， 1871年(明治4

年) I沼別川について，魚苗を保護するた

め， ;J，/原で親魚を獲り河中での流網また

は印網を禁止した。ただし自家用には鈎

括で捕獲することは許した。

根室支庁達~漁場宛 3月
西別川流網張切漁業指許候処ヨリ根室支庁鮭
種子川唱来候趣万一不漁ニテモ打続キ候ハパ
一同ノ人気=差響モ難計当節御趣意ニ無之{民
間流網漁業自今停止

また，藤野喜兵衛履歴によれば， 3月

12日，西別川でのテス網は上流の魚が欠

乏するゆえをもって，根室支庁に上地を

命ぜられ代りにニ、ンパラマンベツ聞を割

当てられている。

一方標津郡，目梨郡の河川については，

漁場開拓が進んでいないところから，全

川を開放し， 主らに自費で漁場を聞いた

円ーには :1{1'.J;'，l免税した。これは当Itキの政
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策として，致し方のないものであろう。

1871年(明治 5年)漁業取締規則が定

められ7こO

(未調査)

註 恨室千島両国郷二十ゐ史.~本城王渓編によれ

ば「明治日年 1月根室千島釧路及び北見四

郎漁業取締規則jを設け種則を其国に依りて

定む」とあり

1869年開拓使役場が置かれると同時ー

に，場所請負人の名儀を廃して漁場を新

たに聞くことを出願する者にはこれを許

すと Lづ布令を出したが，漁場管理は少

数有力者の統轄するところとなり，開拓

使は再び1876年(明治 9年〉漁場大改革

を行ない，漁場持を廃し，これをすべて

返上させ，一般人民随意に漁場出願する

者には，着業指導したことによって，漁

業が大いにj進韮歩し，土着も多くなった。

これらの事情は，次の布達などによって

うカミカ:うことカミで、きる。

明治 9午 2月25日達~西別川水源に於て鮭漁，'$;'J十j町民処以来10月中限り川口より上流 l旦

以内空隙の地にて漁業不若候係若期限違背候

1'，.は猟品rJI揚至当の処分に及ぶベしη

3月19日第20号達~本年第10号西別川漁業 A

般被差洲夫儀は是迄のへい習を払い此地に有

効長く移住し，資力有之者に可貸渡儀に代之

以有効者へ夫々貸渡願人は抽せんを以て貸渡

すべし(根室支庁民事課)

4刀18日第19号達~本年第 10号達丙別川鮭

漁場の儀藤野喜兵衛へ貸渡地より更に上流

1，800間の内 l人に付岸 150聞を限り可貸渡

候条漁業中他の漁場之妨害候儀相成らず

(根室支庁J

8月28日 乙第9号イH達~鮭漁業中テス網を

以川流を張切候儀は上流漁業の妨になるは勿

論魚荷減耗の大害に有之既に・般差止置候処

根室支庁管下未だ更正無之候趣に付自今テス

網張並に夜中鮭漁は一切禁止(開妬使〉

~R和 9 年 8 月 28 日 開妬(実行l付漁号布達~全

近人民の'ú~~長を路大にして勺物産の繁嫡せし
めんが為f判所の使訟を百|り百円般の方法を設け

之を実際に勧誘し，漸次歳額増加せり海産の

儀は既に 3ヶ年間出港免租の特典あり，合計

凡そ30余万円に至れり，継で東京大阪にあり

し産物会所及敦賀兵庫堺那珂撫養下の関石巻

等の出張を廃したり，其歩合収入高毎歳日万

円に及びしも，今之を収納せず，一区新聞の場所

は5カ年除税の規則あり，実にこの幸福を被

る者は従来の風習を改め一般其業に励み専ら

国益を起すべき筈の処，東丙諸郡は猶旧習を

存し，出稼の占体を改めず，却て永住者の新

たに開業するを阻隔する等の義有之是が為海

産は鴻益を拡充し得ざる簾少なからず，就中

鮭漁中テス網を以て川流を横断するの慣習は

k流に於て営業する者の妨たるは勿論，魚苗

減耗の大害に有之西地方市は先年来之を廃業

したり，イ乃て根室地方に於ても，自今禁止の

日を布達せり._.般之を遵守し断然旧習を改

め;(~苗減耗の弊源を除き必ず営業の新旧を諭

ぜず相共に協和して其業を励み物産繁殖候様

厚く注意可致此旨告諭候也

8月30日 第53号達~根室国野付郡界丙別川

鮎漁場是迄貸渡置候漁場上地中付従前割渡置

(夫人員は更に 180問の区画を定め川下より順

次繰上げ貸渡べし(根室支庁〕

10月10日 第623号述~西日IJ川鮭漁場本年15

名の者へ拝借被差許当時漁業中に候処右漁業

の事実を見るに有力の者は，漁網23統を以て

甲網引終る，即ち乙網を掛けて乙網の終る，

父丙網を投じ，縦横持続して川巾を網羅する

が為川との者は唯網を引のみにして，或は 1

尾の鮭魚も得るなき事協有之先般テス網廃止

相成候御趣意圭IJj底無実に相属し其の不公平の

みならず， ;<<¥苗蕃息の妨にも相成候条以来右

)11ーカ処に網-統分の外は禁止候条此旨右漁

場拝借の者共へ雫急相述べし(恨宰支庁〉

明治10年9月;藤野喜兵衛漁場西別別海引網

に換へ建網を用うを停止す(根室支庁〉

10月5日 第7号布達~川漁に引網を施す者

は水面の 7分或は 8分を定限すの但大川は川

のrjl央を限界とす(根室支庁)

11月 l日 第78号布達~)lli魚、場内鍵取揚にて

砲網或は追網等を用い鮭を捕る者間々有之腿

相関候に十J[J今fi'!lく禁止(恨室支庁、)

|明治初年ころの剣漁については，河川|

漁業が主要なものであるが，グドH3芳明1¥;



が入手した「明治25年根室地方における

鮭に関する調査資料J (鮭鱒い報記載〉

によれば，西別川では打網220~230間の

曳網を用い， 9 ~11月が漁期で， タパ，

アイ風のときは漁が良く丙風は良くな

L 、。 南下りの強風の大時化の後は必ず大

漁で、あった。魚の形状は他地方のものに

比べて大きくはないが，重量があり，大漁

の年はブナケ多く，薄漁の年は白毛が多

L 、。走り魚、の雌雄の比は 4分 6分で主に

蝿を食餌しており，中ころには雌が多く，

卵が成熟する時期になれば何も食べてい
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なL、。魚部の来併は里fH岬の方面から西

別川に向い， 8月下旬湖上を初め，早い

ものは 1)j Lf-1旬に成熟魚が見られる。産

卵した鮭，すなわち老魚は流下するもの

もあるがあまり多くなし、。これはフラフ

ラして岸に寄り驚や熊に獲られるもので

あろう。 1月ころは毎日 10尾位が海にit¥

てくるものもあるが，波に揺られてたち

まち岸に打上げられる。これらのものに

は腹中に残存卵は見られなし、。稚魚は苫:

通10糎位で，河口に 3，4口浩泳して後海

に入り， このころは餌を飽食している。
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ユー・エス・トリートの功績 化につし、ても進言を行なっている。

トリートは，黒田清隆の招へいによっ さけ・ます僻化場の秋庭鉄之氏は「惟

て来道したケプロンの推挙により峰詰教 詰の技術者を求めたのは大久保内務卯IJの

師と Lて， 1877年米国から東点に着き， 黒田開拓f更に対する進言で、あったと考え

翌年12Ji京;;tv二九j}るまで， u狩，JJIJiftjの らJl，この IIiI， Iリ]治 6年にウィーンの万

椛詰指導を行なった。さらに魚|ーの人 LIiIl'f 同|専に派遣さJ!， ~， lli~，' i と人工附化に作意
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を引かれて帰国したI*JれゆJTr1iからの大久

保に対する建議がその端緒になったとみ

られる。しかし明治 8年には，トリートラ

スエツ卜ともに，開拓{~との rm ，こごF紙の

往復があることからみても， この進孟は

早速とりし、れられ，ケプロンを通じて交

渉が進められていたと思われる iと述べ

ている。

またトリートは， 1878王ド(1別治111f'_)4 

n :1 11， ;!，~田清|廷にあてた書かんの 1+1 に

斗ij田11)以とのこうした仕事に対して，私の
助手であるスエツト氏は全く献身的で彼の有
能な才腕と助力については褒状を与えらるべ
きと存じます弓そして出島氏は通訳として非
常に有能なる働きをしましたし，叉，彼自身
、R派にやってのける人ですべお僑氏は鮭の季
節中に我々に多量の鮭を与えてくれました《
そして彼白身も叉立派にやってし、ける人で
すn 然し残念なことは彼は東北沿岸のガに転
tHしてr;ってしまいました弓 (11'略)懐製と
タラの 1:物の製造は佐々木氏に A りJまかせま
したへ彼は信頼するに足る人物です勺そして
この仕事に問する企:部の過料を学びとったの
ですη 金沢氏も叉彼の補佐役としては充分な
る人物です弓最後に創業以来の各種の製鍵H
5止を添付致しますの

U. S. トリート
1878{ド4)13日干i1'主

さらに秋庭氏l主， このさ;かんにIHてく

る人4加工いずれも1謹詰の関係汚で， 11 ¥ JJ] 
松jEl工別海の製造主任となり，佐セ木盛

太郎はその補助として活躍し トリー卜

帰米後も充分支障なくやってゆけた。 石

橋という人はわからないが，明治 9年に

根室で陣詰を試作した人に石橋俊勝とい

う人がし、る。しかしこの人のことかどう

かわからなし、。と解説している。

1878年(明治11年) 7月18['1， ルIリ泌i二

l:fJ 抗~f'Eíl荏詰所が新築落成し， トリートは

6月から現地に来て，指導し た。ここの

工費は 5，012円55銭で，役lc!4名であっ

た。 13年には大蔵省から60万円の補助が

あり， 60余人のl磁下企および生徒がいた

が， 15年以降し仁氏微 L，20千1町にl土)後肝民

i欠J'Uji二払ド(了ド)JLt.二什

別泌総詰所は，同J.jlj川及び付近の鮎が主要な
原料で、あったと忠、われるがこの聞の事情につ
いては未調査。

借楽園ふ化試験の影響

IHcJ拓伎による鮭人工附化試験の詳細に

ついては， ごく最近まで明かにされなか

ったところであるが，秋庭氏の努力によ

って，最近道庁 I主丈書;などの発見により

多くのことが，判明しつつある。

1894年(明治27年)水原課から発行さ

れた「北海道鮭鱒人工鮮化事業報告」に

は「鮭の人工僻化は，開拓使において縫

詰の教師として米国より招へいせる「ウ

エストリート」氏の勧誘に基づきたるも

のなり c しかして10年内務省において常

時国那珂川より鱒卵を採取せし記事を参

酌L，札問!竹楽園の池水を修u際化槽を

j 可~ 67)養魚池を区画し云々・・・」と記されて

いる。この文中にある10とあるのは，那

珂川で行なわれたのが10年で， j背菜園で

行なわれたのは翌今と解すべきだと考え

るc ともあれ，明治10年， 12月，鮭親魚

irfHをのため人を千歳川に派遣し， J 11}芋に

n~単な生箕を掘り，親魚の雌維をl又7.) IJ し

て蓄養し翌年 1 月，成主~\雌親魚、15尼から
搾IH採卵受精して札幌に運び，流水中に

泣したt:rrt'に収容した。併出には約90日

も要していて，余程低温な水を使用した

と忠われ，中には奇形稚魚、もあったよう

で，野市I幾千代報告に「あるいは一体に

して両頭なるもの 2尾，相接するもの，

体の曲環して生ずるものあり」と記され

ている c また，遠路発眼卵の輸送を計画

し， 3 Jj函館の谷地頭へ送り，収容後間

もなく発生を見たので，併化試験に確信

を得られ， 9 nから本格的試験iニ進んだ

のである。

勧農寮では北海j庄の員t卵を本:1十l各地の

河川へ放流して品紹の改良を;;1両 L，~ 

jf札IjIJtili111;(的L， 11↑幕11:r(にから有名

川IILij)I]JIIJ) 制 JJI'J~d示り， WIJ¥{h ，t V' !-Ì[~( 



へ移YiRーする u的で，雇川口祝三を根室へ

派遣した。

川口 l主，西別川で(場所は不明で、ある

が千歳川の試験から類推して)11口附近と

思われる)1878年(明治11年)12月ころ，

親魚 129尾を蓄養して成熟を待ったが，

時化のために流失してしまった。

恨室千島両国郷土史に依れば 110月8日別海
に鮭ふ化所を設けて試験せしに翌年8月皆死
せり」とあり詳細未調査勺

再び親魚を獲る事は時期的に遅く， ) 11 

日はその職責を思い，親魚を探し，卵を

求めて30里距てた水源にいたったという

から，雪を迎えた道なき道を川沿いに朔

り，西別岳の麓，シアンのアイヌ部落を

通り湧水源(今の虹別事業場附近)まで

辿たであろう。(この地はアイヌ語でシ

ュングシユベツと呼ばれ，松林に閉まれ

た大きな水のあるところという意味で，

すでにアイヌは産卵鮭を獲りやすい場所

であるこの地に居を構えていたものと思

われる。〕

川口はぜひ鮭卵を採集しなければとい

う責任感から， ょうやくに天然産卵の卵

子を探したが，すでに多くのものは発生

しており， ょうやく千余粒を採集した。

この卵の育成場所についてはわからないが，
開拓使事業報告によれば「西別川水源の鮭卵
を根室郡字根室別に於てふ化せしもふ化後地
震のため効を奏する能はず」とありの

i川口は11叩陥いれて根

室へ来たが採卵に失敗したことに大きな

|ーじ暫らくこ叫留るこ とを

決意し， 12年 5月，札幌物庭局長に上申

するとともに，根室少書記官折田平内

|吋盈じ択一鱒採卵じ|画

し，発足(ハツタラ〉に酔化場建設も策

LtこO

iJiJf;fi雑ibk(初18¥J) vこ. )111.1は1:民主主)jから
の命により 7n 1111プーレベツ(娠日11)に波
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航し，鮭を獲り年前川の水源にふ化場を創設
とあり内

8月18日，工費 1，:303円をもってハツ

タラ川に魚、苗保養池が設けられた。

根室郷土史(360頁)によれば「ハツタラに官
設の魚苗養池を設け鯉，鮒を養積したりした
が，ふ化事業も養魚も失敗に終ったようであ
る」とあり n

川口は明治12年，年萌)11から紅鱒卵

4，000粒をとり， ハツタラで保養し， 発

限後，札幌まで輸送のため船便で函館ま

で運んだところ， 12月6日函館大火に逢

い，活卵の大半を失い，生存卵が 3，4千

粒となってしまったので，東京へ移送す

る計画は実現できないこととなった。

明治13年 9月，川口は， l'養魚景況報

告」と題して， i皆楽園試験や根室での9ifj.

化試験の体験から上記の報告中に所見と

して大要次のように述べている。l'人工

併化試験について階楽園のものは，稚魚

のへい死するものが多く，これは試験池

水源が低く，鼠の害もあり，一般には養

魚、池を設け，天然の湧水やJ口j流に魚苗を

移して繁値するなり，魚、族の改良をな

し，石狩川のような大きな川に移殖して

繁殖した方がよい」というもので，各地

の天然産卵の状況を見，みずから人工勝

化試験を行なし、，両 3年にわたる貴重な

体験から， 「大きな犠牲を要する人工併

化よりも，むしろ天然産卵の方が現実に

有効である」という確信があったように

受取られるc このことは明治20年ころま

での間，道庁において，保護河川を指定

し，弔:要河川には看守人を配置い天然

産卵の保護育成を図ったことによっても

うなづける。

川Hはその後， I明治14年春，茂辺地川

にしたり仙の採卵てそ試なたが，その~r:I、

司、r((I，であったのと， fI ~i 即日〉遅くさらには
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I完魚を'*平易に捕える方法がなかったなど

それに加えて病のためついに成功を得ら

れなかった。

秋屍氏が函館病院て‘調べたところによれば，
「明治14年 l月14日付， )11口の診断書では「慢
性倭ド質斯症]となっていた由今

伊藤初太郎氏(恨室市幌茂尻在住郷土

史家)(1， ;-ハツタラ川には昔，相当魚i

がj塑り， )11ぷちに竹島のオドカ礼、た L，

余成田伊三郎漁，wj，佐賀漁場があった。

ハツタラの池は101日JX20間くらいの木造

杭tJ護岸でj告られた池の跡を見たことが

あり，鮭はやらずに，鯉，鮒の池であっ

たと聞いている。川口祝二fという人は知

っているが， この人の子供が根室で， イ

サパ尾をやっていたが，現在どうなって

いるか判らなL、!と語っている。

天然産卵の保護

附楽園での人工所化試験は実質的には

明治11年から12年にわたって実施され，

大きな成果は得られなかった。 I川口祝

三の意見によって，間楽園での事業化は

無益と思われる， よって本年は休止， こ

の後は根室地方からの紅鱒卵を石狩)11へ
放流した方がよいと思われる」というこ

とで，製煉諜から事務引継をした勧業課

では i二局に何を立てている。

他方三面川，最上川の天然;産卵保護の

方法をとり入れて，遊楽部川でl土，明治12

年11月に鮭魚種育場が設けられていた。

1882年(明治15年)開拓使が廃され，

3県時代となり，天然繁殖に多くの力が

注がれる結果となり，勧業課農務係の指

揮により豊平，発寒，琴似の 3川に着守

が配置された。根室支庁では翌年(明治

16年)特に lテス」網，留網などの使用

について厳毛な布達をなしさらに西別

川， 1"11 標津川1'1>伊茶仁川 名， Jt
煩薫)JII川に 2('" 1凡注)11 1γ" )JIJ、引111

名門:?i<r人，3了間:主ミ A(IU持純計イド， (1リlYfi

21年)まで継続したっ

西別川水源における天然席卵保護の状

況について現標茶町長高島幸次氏は「標

茶町史編纂資料」に次のように，;己されて

いる。

開拓使 5期報告書に，西別川のr，!)同l'

が川上士人の濫獲の結果魚苗の減耗を来

す憂があるからというので，明治13年 5

月に lァ}く遠保育のため士.人を他に誘移L
さらに水源なと、に'(1'舎を設けてこれを監

臨せ Lめ」る旨記載されている。これに

よれ{io 漁業家の外に'訂吏が水源付近M二

駐在した事実が明瞭である L，また，根

室支庁々務概況報告にも l阿別川 /J<:iJ京;に
おいては特に魚、苗の保護を計り・一 '15年

創今駐在所を新設し雨後吏員を派してこ

れを護らしむ」とあるので， したがって

和人も両別川上流に位する虹別を1i:米し

たことが推量されるのであるの」とっ

後記

木集には下J己資料から引用させてし、た

だいたので各誌の発行者，編:斉に紙 kか
ら，お断りとご礼を申し上げる。

1.明治18年 間妬{史根室支庁布達全書上・下
根室県庶務課

2. 明治27fjζ 北海道鮭鱒人仁併化事業報告
北海道庁内務部水産課

3. 大正3年 根室要覧近藤亀次郎
4.昭和7年明治大正水産回顧録下啓助
5.昭和8年根室千島両国郷土史本城玉藻
6.昭和8年北海道史要竹内運平
7.昭和9年鮭鱒い報No.l， 6 No.3 

北海道鮭鱒ふ化事業協会
8.昭和25年魚と卵北海道さけますふ化場
9.昭和26年鮭の話(観光シリーズ)

北海道鮭鱒保護協力会連合会
10.昭和26年 t民主郷 l.史、子島柾史
11.昭和29年標茶町史編纂資料

標茶町史編纂委員会事務局
12.昭和311j'. 新修北海道史年表

北海道文化資料保存協会

以上のほか佐藤直太郎氏，伊藤初太郎

氏の談話も引用させていただし、たが，文

'1'に~~~りがあれば漏れの貞 f{で tらる。
(科;1]it t'r: {l ~( i¥ ilf~ )、)




